
湯沢市公共事業電子入札運用基準の一部改正について 

 

湯沢市公共事業電子入札運用基準の一部を次のように改正する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年 10 月１日から施行する。 

 

湯沢市公共事業電子入札運用基準の一部改正新旧対照表 

新 旧 

第１～第１０ （略） 

 

（技術資料及び見積内訳明細書等） 

第１１ （略） 

２ （略） 

３ 郵送または持参を認める基準 

  技術資料の容量が９ＭＢを超える場合には、

郵送または持参による提出とする。（様式第３号）

また、案件の特性等により、すべての電子入札に

よる入札参加者に対して郵送での提出を求めるこ

とができるものとする。 

 

第１２～第１８ （略） 

 

様式第１号（第８関係） 

 

 

第１～第１０ （略） 

 

（技術資料及び見積内訳明細書等） 

第１１ （略） 

２ （略） 

３ 郵送または持参を認める基準 

  技術資料の容量が３ＭＢを超える場合には、郵

送または持参による提出とする。（様式第３号）ま

た、案件の特性等により、すべての電子入札による

入札参加者に対して郵送での提出を求めることが

できるものとする。 

 

第１２～第１８ （略） 

 

様式第１号（第８関係） 

 

 



新 旧 

様式第２号（第９関係） 

 

様式第３号（第１０関係） 

 

 

（別紙１） 

秋田県電子入札共同利用連絡協議会正会員 

 

○大仙市 

○由利本荘市 

○男鹿市 

様式第２号（第９関係） 

 

様式第３号（第１０関係） 

 

 

（別紙１） 

秋田県電子入札共同利用連絡協議会正会員 

 

○大仙市 

○由利本荘市 

○男鹿市 



新 旧 

○鹿角市 

○横手市 

○潟上市 

○八峰町 

○美郷町 

○仙北市 

○湯沢市 

○大館市 

○北秋田市 

○三種町 

○小坂町 

（共同利用開始順） 

 

○鹿角市 

○横手市 

○潟上市 

○八峰町 

○美郷町 

○仙北市 

○湯沢市 

○大館市 

○北秋田市 

○三種町 

（追加） 

（共同利用開始順） 

 

 


